
平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日
提
出

質

問

第

二

七

号

沖
縄
県
「
八
重
山
採
択
地
区
」
に
お
け
る
教
科
書
選
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

照

屋

寛

徳

27



沖
縄
県
「
八
重
山
採
択
地
区
」
に
お
け
る
教
科
書
選
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
一
年
九
月
十
三
日
、
中
川
正
春
文
部
科
学
大
臣
（
以
下
、
中
川
文
科
大
臣
と
い
う
）
は
閣
議
後
記
者
会
見
に
お
い

て
、
沖
縄
県
八
重
山
地
域
の
中
学
用
公
民
教
科
書
採
択
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
、
「
教
科
用
図
書
八
重
山
採
択
地
区
」
（
以

下
、
八
重
山
採
択
地
区
と
い
う
）
三
市
町
の
全
教
育
委
員
が
会
し
、
育
鵬
社
教
科
書
を
不
採
択
と
し
た
同
年
九
月
八
日
の
全
員

協
議
（
以
下
、
「
三
市
町
教
育
委
員
に
よ
る
全
員
協
議
」
と
い
う
）
の
結
果
に
つ
い
て
「
残
念
だ
が
協
議
は
整
っ
て
い
な
い
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

か
か
る
中
川
文
科
大
臣
発
言
に
つ
い
て
、
こ
の
間
、
文
部
科
学
省
の
担
当
課
と
調
整
を
繰
り
返
し
、
認
識
を
確
認
し
た
う
え

で
八
重
山
採
択
地
区
に
指
導
・
助
言
を
行
っ
て
き
た
沖
縄
県
教
育
庁
は
困
惑
し
、
強
い
衝
撃
を
受
け
て
い
る
。
同
時
に
、
中
川

文
科
大
臣
発
言
に
は
、
教
育
関
係
者
や
八
重
山
採
択
地
区
内
住
民
ら
か
ら
も
強
い
落
胆
と
憤
り
の
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
私
は
教
育
、
と
り
わ
け
教
科
書
選
定
過
程
に
お
い
て
は
、
政
治
と
は
一
線
を
画
し
た
独
立
性
、
中
立
性
、
公
平

性
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
と
の
立
場
だ
。
そ
の
う
え
で
、
学
校
関
係
者
や
教
育
委
員
、
保
護
者
ら
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
住
民
が

協
議
を
尽
く
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
良
い
と
思
わ
れ
る
教
科
書
の
選
定
・
採
択
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一



一

政
府
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
八
日
の
八
重
山
採
択
地
区
に
お
け
る
「
三
市
町
教
育
委
員
に
よ
る
全
員
協
議
」
に
つ
い
て

「
残
念
だ
が
協
議
は
整
っ
て
い
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
た
中
川
文
科
大
臣
発
言
を
政
府
統
一
見
解
と
す
る
認
識

か
。
そ
れ
と
も
、
中
川
文
科
大
臣
が
所
管
大
臣
と
し
て
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
の
認
識
か
、
見
解
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
前
記
中
川
文
科
大
臣
の
見
解
に
従
い
、
二
〇
一
一
年
九
月
八
日
の
「
三
市
町
教
育
委
員
に
よ
る
全
員
協
議
」
は

「
不
成
立
」
あ
る
い
は
「
無
効
」
と
の
認
識
か
否
か
、
そ
の
法
的
根
拠
を
具
体
的
に
示
し
た
う
え
で
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

三

政
府
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
九
日
付
、
石
垣
市
教
育
委
員
会
教
育
長
・
玉
津
博
克
発
出
、
中
川
文
科
大
臣
宛
の
文
書
（
石

教
指
第
七
九
二
号
）
「
八
重
山
地
区
教
科
書
採
択
に
関
す
る
三
地
区
教
育
委
員
会
協
議
の
無
効
に
つ
い
て
」
お
よ
び
二
〇
一

一
年
九
月
八
日
付
、
与
那
国
町
教
育
委
員
会
教
育
長
・
崎
原
用
能
発
出
、
中
川
文
科
大
臣
宛
の
文
書
（
与
教
一
一
二
四
号
）

「
八
重
山
地
区
教
科
書
採
択
に
関
す
る
三
市
町
教
育
委
員
協
会
の
協
議
の
無
効
に
つ
い
て
」
の
存
在
を
承
知
の
う
え
、
そ
の

内
容
を
確
認
し
て
い
る
か
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
石
垣
市
お
よ
び
与
那
国
町
の
両
教
育
委
員
会
の
長
た
る
教
育
委
員
長
名
で
は
な
く
、
一
教
育
委

二



員
た
る
教
育
長
名
に
よ
る
発
出
文
書
で
あ
る
。
政
府
は
両
文
書
に
つ
い
て
、
石
垣
市
お
よ
び
与
那
国
町
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
委

員
会
の
機
関
意
思
と
し
て
発
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

併
せ
て
、
当
該
両
教
育
長
発
出
の
か
か
る
文
書
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
八
日
の
八
重
山
採
択
地
区
に
お
け
る
「
三
市
町
教

育
委
員
に
よ
る
全
員
協
議
」
に
関
し
て
、
中
川
文
科
大
臣
が
「
協
議
は
整
っ
て
い
な
い
」
と
発
言
し
た
根
拠
に
な
っ
て
い
る

の
か
ど
う
か
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
に
定
め
る
「
協
議
」
の
定
義
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
「
採
択
協
議
会
」
の
定
義
お
よ
び
法
的
根
拠
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

教
科
書
の
採
択
権
は
各
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
採
択
地
区
協
議
会
」
に
あ
る
の
か
、
そ
の
法

的
根
拠
を
明
示
し
た
う
え
で
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

文
部
科
学
省
あ
る
い
は
都
道
府
県
教
育
委
員
会
は
、
教
科
書
の
採
択
に
関
し
て
い
か
な
る
権
限
を
有
し
て
い
る
の
か
、
法

的
根
拠
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
か
か
る
文
部
科
学
省
あ
る
い
は
都
道
府
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
、
市
町

村
教
育
委
員
会
は
拘
束
さ
れ
る
の
か
、
法
的
根
拠
を
明
示
し
た
う
え
で
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

八
重
山
採
択
地
区
に
お
け
る
教
科
書
選
定
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
、
二
〇
一
一
年
九
月
十
三
日
の
中
川
文
科
大
臣
発
言
の

三



前
と
後
で
、
文
部
科
学
省
と
沖
縄
県
教
育
庁
は
異
な
る
見
解
を
有
し
て
い
る
と
の
認
識
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

そ
の
場
合
、
い
か
な
る
点
で
見
解
を
異
に
し
て
い
る
の
か
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

八

教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
第
十
四
条
で
規
定
す
る
よ
う
に
、
「
教
科
書
需
要
集
計
一
覧
表
」
の
文

部
科
学
大
臣
へ
の
提
出
期
限
で
あ
る
「
九
月
十
六
日
」
は
、
各
市
町
村
教
育
委
員
会
が
次
年
度
教
科
書
の
無
償
配
布
を
受
け

る
た
め
の
期
限
と
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

仮
に
、
市
町
村
教
育
委
員
会
が
「
九
月
十
六
日
」
ま
で
に
「
教
科
書
需
要
集
計
一
覧
表
」
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な

か
っ
た
場
合
た
だ
ち
に
、
当
該
教
育
委
員
会
は
次
年
度
の
教
科
書
が
有
償
と
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
必
ず
し
も
「
九
月
十
六
日
」
を
も
っ
て
期
限
と
す
る
も
の
で
な
い
、
と
の
認
識
で
あ
れ
ば
、
法
的
根
拠
を
示
し
た
う
え

で
無
償
配
布
の
た
め
の
教
科
書
採
択
の
最
終
期
限
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


